
（１）市民の福祉に大きな影響のある事務事業

（２）予算規模の大きな事務事業

（３）執行上障害を予想される事務事業

（４）前３号に掲げるもののほか、市長の指定する事務事業

№ 事　　業　　名 課(室)名 規則

１ 市民サービスデジタル化推進事業 ＤＸ・行政改革室 （１）

２ 市民室内プール在り方検討事業 公共施設マネジメント室 （１）

３ 市民課窓口業務等委託事業 市民課 （１）

４ 災害時在宅医療提供体制強化事業 地域包括ケア課 （１）

５ 旧庁舎用地利活用事業
公共施設マネジメント室
複合公共施設準備室

（２）

６ 旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業 協働コミュニティ課 （２）
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